
 
 

             

 

 

 

 

  

       令和６年８月３日（土） 

１３時～１６時 

   近永公民館 

１階 研修室 
 

 

 

 
国・県・町が行う仕事や手続き、サービスについて 
困っていること、分からないことはありませんか？ 
 

 

     ☑ 道路の白線（路面標示）が消えて危ないので、補修してほしい！ 

☑ 水路や河川にゴミがたまっていて危ないので、除去してほしい！ 

☑ 相続登記の申請が義務化されたが、相続人が多くて困っている。 

☑ 隣の空き家が老朽化して倒れそうだ。どう対応したらいいの？ 

☑ 生活が苦しいので支援を受けたいが、どこに相談すればよいのか？  

☑ 行政の制度・仕組みについて、意見や要望がある！    など  

                     
 

相談対応者 ： 行政相談委員 芝田 治子 
総務省愛媛行政相談センター職員 

秘密厳守 

相談無料 

困ったら一人で悩まず 
行政相談 

日 時 

場 所 
 

行政相談マスコット 
キクーン 

 

（問い合わせ先） 

総務省 行政相談センターきくみみ愛媛 

☎０８９－９４１－７７０１ 
 ※この特設相談所は、鬼北町役場の協力をいただいて 

  開設するものです。 

例えば 


